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市内保育認可保育所の改善状況について 

 

 

令和４年度第３回子ども・子育て支援会議において、施設内虐待があった市内保育認可保

育所が改善勧告に従わなかったため公表したことについて、ご報告いたしました。 

 今回は、その後の進捗状況について、ご報告いたします。 

 

 

１ 施設概要 

（１）名 称 吹上多摩平保育園（日野市多摩平六丁目１番地の２） 

（２）設置者 社会福祉法人吹上会 

（３）理事長 髙木 順一 

 

２ 経過 

R4.12.16 指定した期日までに改善勧告に従わなかったため、子ども・子育て

支援法に基づき、その旨を公表 

R5.3.23 正当な理由なく改善勧告に係る措置が採られていなかったため、 

改善命令を行う。 

R5.4.6 法人より改善報告書が提出される。 

R5.5.15～19 法人の改善状況を確認するため、監査を実施。 

現地調査及びヒアリング調査を行う。 

→法人として施設内虐待の事実を認め、改善に取組む姿勢が認めら

れた。 

R5.5.23 東京都が施設内虐待に関して改善勧告を行う。 

R5.6.21 法人が東京都に改善報告書を提出する。 

 以降、市の巡回支援指導員による定期的な巡回・研修の実施など、

改善に向けた指導を東京都と連携しながら実施。 

 

 

３ 現状と今後 

 ・法人は、改善状況をまとめた改善計画書を作成し、都・市・保護者に報告（10/13）。 

 ・市として改善計画書の内容は十分と判断。指導監査としての関わりを終え、引き続き、

改善指導を行うとともに、定期的な改善状況の確認を当面の間、東京都と連携しながら、

継続して行っていく。 


